
いのちを守る
何でも相談会

むきあう・ささえる・つながる

「こんなこと…」と思わずにまずはご相談ください。

くらし

家族

しごと

お金

こころ

司法書士が精神保健福祉士または公認心理師・臨床心理士とともにアドバイス

ご家族・友人の方の悩みでもお気軽にご相談ください。

0120-617-123

東京司法書士会 新宿区・日本司法支援センター（法テラス）東京地方事務所・
社会福祉法人東京都社会福祉協議会・社会福祉法人新宿区社会福祉協議会
一般社団法人東京精神保健福祉士協会・一般社団法人東京公認心理師協会

東京司法書士会 事務局事業・研修課お問合せ ☎０３-３３５３-９１９１ 平日  ９：00～１２：00
　　13：00～17：00https://www.tokyokai.jp/

受付時間 下記開催日の１８：００～２０：３０（相談は２１：００まで）

主催 後援

いじめ
学校でいじめ
られている

パワハラに
あっている

病気で働けず
生活が苦しい

すべてに
疲れてしまった 家族から暴力を

受けている

返済できない
借金がある

２０２０年９月１４日～２０２１年３月２９日までの毎週月曜日
（ただし、祝日及び年末年始の１２月２８日、１月４日を除く）

2020   9/14（月）28（月）　
10/ 5（月） 12（月） 19（月）  26（月）
11/ 2（月）     9（月） 16（月）  30（月）
12/ 7（月） 14（月） 21（月）

20211/18（月）25（月） 
2/ 1（月）    8（月） 15（月） 22（月） 
3/ 1（月）    8（月） 15（月） 22（月） 29（月） 

（予定）

電話
相談

相談無料

新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、当日の中止や受付時間短縮となる可能性があります。予めご了承ください。

携帯電話からも
ご利用になれます（ )
フリーダイヤル

T0519808
スタンプ



 

-つながる・むきあう・ささえる- 

いのちを守る 
出前講座

令和２年１１月１日 

  ～ 令和３年４月３０日 

司法書士が講師として伺います 

東京司法書士会では、下記のとおり出前講座を行っております。 

地域の絆で、自らの命を絶つ人を減らしたい、との願いをお持ちの方に  

ご活用頂きたくご案内申し上げます。ぜひご検討ください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

         

 

※ 出前講座参加者への新型コロナウイルス感染対策にご配慮いただけますようお願いいたします。 

講座内容 

開催日 開催時間 

申込方法 

【申込・お問い合わせ先】 (平日午前９時～１２時、午後１時～５時) 

東京司法書士会事務局事業課 TEL.03-3353-9191 FAX.03-3353-9239 

新型コロナウイルスの感染の広がりの中、多くの方が、従来の生活スタイル・働き方・他者との交流の機会

など、様々な変更を強いられています。その中で悩みを抱えて孤立する方も多くおられます。悩みを抱え

た方自身が、積極的に解決へ取り組んでいくことはときにはとても難しいことです。悩みを抱えている方に

気がつき、ささえ、必要なときには適切な相談先につなげることが重要です。司法書士と一緒に、この社会

に生きる一人一人のいのちを大切にするために、どのような取り組みが必要なのか考えてみませんか。 

講師費用 

ご相談により決定します。 １～２時間程度(応相談) 

自死に関する統計データ分析、事例紹介、ゲートキーパーの役割、相談の受

け方、多重債務、成年後見、LGBT など。（ご要望を伺います） 

無料（会場設営等はご用意ください） 

裏面申込用紙に必要事項をご記入のうえ、 

下記申込先までお申し込みください。 

 

開催実績 民生委員、病院ソーシャルワーカー、養護教諭、

大学職員、保健所、障害者支援団体など   


